
平成２７年１２月２２日 

各  位 

 

綾川町役場 保険年金課 

 

 

 

 

広報あやがわ１月号の記事（国民年金に関する記事）の訂正について 

 

 

 

 日頃より保険年金業務にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

このたび、広報誌の８ページに「２０歳になったら国民年金の手続をしまし

ょう」というタイトルの記事を掲載しております。誠に申し訳ございませんが、

下記のとおり掲載内容に誤りがございましたので、お詫び申し上げます。 

 

 

 

訂正箇所 ８ページ最下部 高松西年金事務所（代表）の電話番号 

誤 ８２２－２８７０ 

正 ８２２－２８４０ 
 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先： 

綾川町役場 保険年金課 

℡ ８７６－１５９３ 


